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　仕様書（２）①について、データ削除が行われているかどうか

を確認するのではなく、引取後、弊社の責任において再度データ

削除をし証明書を提出する形でも問題ないでしょうか。

　ソフト消去及び物理破壊（破壊画像付き）

　データ削除が行われているかどうかの確認は必ず行ってくださ

い。

　当該仕様の趣旨は、庁舎内でデータ消去が完了していない端末

が外部へ流出することを防止するためのものです。

　そのため、貴社の責任において再度データを削除する場合で

あっても、OSが立ち上がらない等、明らかにデータが残っている

ものでないことを確認した上で実施することをしてください。


